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               開 会  （午後 １時３０分） 

〇副委員長（星  次君） 皆さん、こんにちは。ただいまから、第11回となりますが、議会改革推

進特別委員会を開会いたします。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（根本謙一君） 改めて、皆さん、ご苦労さまです。こんにちは。先月15日の本会議におき

まして、我々が１年かけて検討してまいりました会津美里町議会ハラスメント防止条例、おかげさま

をもちまして、皆さんのご理解とご協力によりまして全会一致で可決していただきました。本当にあ

りがたかったなと喜んでおる次第でございます。おかげさまで一つの大きな区切りを越えたというこ

とで、さて、本日からは会津美里町議会基本条例の見直しにかかってまいります。これと付随して議

員倫理条例のほうも整合性を取る必要があるかなということもあります。要綱も当然それに付随して

いくわけですので、それも含めて皆さんにまたいろいろご苦労をおかけすることになりますけれども、

この半年余りの中でしっかり整えてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくご協力のほどお願

い申し上げまして、委員長の挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（根本謙一君） それでは、早速でございますけれども、案件に入ります。 

 今日の案件につきましては、ご案内のように、１つ目が会津美里町議会基本条例の現状における課

題と問題点について、２点目が今後の日程についてということで案内してございます。 

 まず、１点目に入ってまいります。会津美里町議会基本条例の現状における課題と問題点について。

過般、各委員のほうからこの課題と問題点について文書提出をお願いしてありました。それの中で検

討項目として一覧を整理して、皆様にお届けしてあります。各委員から出ておるわけですけれども、

条ごとに整理してございますので、各提出委員からその課題等について、一定程度文章化されており

ますけれども、併せて、加えてまた何かありましたら一緒に説明をいただき、それに基づいて委員会

としてどう対応していくかを皆さんと相談してまいりたい。今日は、条例の中身にまでは入っていき

ません。一応今後委員会として、検討項目として上げていくかどうか、どうしたらいいかというとこ

ろを各委員からご意見いただきながら整理していきたいというふうに思っております。 

 このことについてご理解いただけますでしょうか。いかがでしょうか。異議ありませんか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、そのように進めてまいります。よろしくお願いいたします。 

 それではまず１番目に、第３条について星委員のほうから提出がございます。星委員のほうから内

容等説明一応お願いしたいと思います。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） それでは、第３条、第３号までありますが、その第４号として、今委員長の

挨拶の中でありましたが、会津美里町議会ハラスメント防止条例が制定されたので、この次に、３号

の次に４号を加えるということで基本条例に加えたらどうかというふうな提案でございます。 

 なお、議員の政治倫理条例には第４条でハラスメントをやってはいけないよというようなことは書
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かれておりますが、この基本条例にも織り込んだらよろしいのではないかというふうに考えましたの

で、皆さんからのご意見を賜りたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 一定程度の説明が星委員のほうからありました。このことについて、今後

の検討項目とするかしないかの観点でご意見をいただければというふうに思います。 

 荒川委員。 

〇３番（荒川佳一君） 私は、入れることについて賛成の意見でございます。ただ、その後の第７章

の第17条、これ議員の政治の倫理ということなのですが、その辺のことも絡みがあるので、その点は

今のハラスメントの防止条例についてを上げることについては理解したということで、どこに上げる

かを今後検討していくべきかなと思います。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 荒川委員の意見は今のようなことでしたけれども、ほかにあれば。 

 今荒川委員のほうからも話ありましたように、第17条で議員の政治倫理に基づいて倫理条例がつく

られております。かつそれをハラスメントに関してしっかり具体的に対応するための条例が今般のハ

ラスメント防止条例の制定というふうになったわけです。ですから、それをどうするかという、基本

条例にも書き込むかどうか、これは一つ検討課題として上げてはどうかというのが荒川委員の意見で

ありました。 

 皆さん異議なければ、一応検討課題として上げるというふうにしておいてもいいのかなと思います

けれども、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、検討課題にしたいと思います。 

 では、次に参ります。第４条について、長嶺委員のほうから説明をお願いしたいと思います。 

〇５番（長嶺一也君） まず、第４条の１つ目なのですけれども、基本条例の第４条、町民参加及び

町民との連携という規定が全部で７項あるわけなのですけれども、やはり議会として町民参加という

のを重視する必要があるのかなと思いました。その一つの案としまして、傍聴者を増やすために土日、

祝日あるいは夜間の開催もあってもいいのかなと思いまして、提案でございます。 

 続きまして、次の通年議会の規定につきましては、私間違ったのですが、これ第４条の項目の中に

書いて事務局に送ってしまいまして、これは第何条に入れ込むかどうかについてはちょっと間違った

…… 

〇委員長（根本謙一君） 分かりました。一つ一つやっていきたいと思いますので、その点について

はその後にしましょう。 

 まず、その前段の傍聴者を増やすためにというところで皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

 横山委員、どうぞ。 
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〇12番（横山知世志君） この土日開催については、ずっと以前に実際に実行した経緯はあります。

しかしながら、当時はさほど効果は見られなかったというような私の感想なのですが、改めてこれに

ついては、議会も随分変わってきましたので、もう一度検討すべきかなというふうに思います。 

〇委員長（根本謙一君） 分かりました。ほかにございませんか。 

 この点については、より具体的な内容になっておりますから、わざわざ基本条例によらなくても実

施は可能なわけですよね。ですから、そこのところも含めて皆さんのご意見いただければなというふ

うに思います。これ執行部との調整も必要と括弧書きになっておりますけれども、まさにそのとおり

でして、予算もかかることになります。そういうことも検討する必要があるので、議論はすることは

否定することはないと思いますけれども、基本条例に書いたほうがいいのかどうなのかというのが論

点になります、ここは。書かなくても十分に対応してきているということは間違いないと思います。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） そういうことであれば、検討、今回はぜひやったほうがいいよという提案だ

と思うのです。なので、これはこの場での基本条例のルールをどう変えていくかとかというジャンル

ではないと思うので、また別のところで話を出したほうがいいのかなと、そのほうがこれを実際にや

ってみたいというところがかなうのではないかと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 小柴委員の意見でありました。 

 ほかにご意見あれば。できれば皆さん、いろいろほかの委員の説明を聞いて感じるところがありま

したら、ぜひご意見を述べていただきたい。ないならなしでもいいのですけれども、できればなるべ

くならご意見を出していっていただきたい。そのほうが進めやすいので、お願いしたいと思います。 

 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） 私も小柴委員の意見に賛成いたします。というのは、今これを検討ではなく

て調査、ある程度今回の条例の変更ということにはちょっと今の段階でなかなか間に合わないので、

まずほかの状況も確認しながら、一応調査をしてからどうするかということで考えていったらいいの

かなと思います。 

 なお、この文面には、条例には特段入れなくても私はいいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） ほかありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） 私からも申し上げましたように、これは基本条例に書き込む、書き込まな

いによらず実施可能な事案でありますし、ほかの提案場所はありますから、そういうところで対応し

ていただくということでよろしいのではないかなというふうに思います。これは検討課題としてはの

せないということでよろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 
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〇委員長（根本謙一君） では、長嶺委員、そういうことでご理解いただきたいと思います。 

 それでは、次の第４条のところでも長嶺委員からありますけれども、先ほど少し述べていただきま

したが、ちょっと勘違いされたというところもありますが、一定程度の説明をお願いします。 

〇５番（長嶺一也君） 今回、今週に開成町の議会とオンライン研修するものですから、それに伴っ

て開成町の議会の基本条例見たところ、通年議会の規定がありました。うちらのほうにはなかったの

で、入れたほうがいいのかなと。入れるのであれば、第１章の総則ぐらいしかない、私どものほうの

議会の目次を見る限りでは総則くらいかななんて思った次第でございます。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） ありがとうございました。 

 通年議会、これそもそもこの会津美里町議会基本条例をつくるときに参考にさせていただいたのが

北海道栗山町議会の基本条例です。これが基になっております。この町の実態に合わせて多少変えた

ところもあります。現在栗山町の議会基本条例どうなっているかというと、通年議会の項目が掲げて

あります。これは、議会の活動原則の中の第２条の２ということで載せてあります。ですから、まさ

に基本条例に載せるか載せないかの検討は対象にはなり得るのかなというふうに思いますし、実際我

々は、一部で試行という言葉がやり取りされておりますけれども、実質的に通年議会を運用しており

ます。ですから、基本条例にしっかり書き込むということは私は必要だなというふうにも思っており

ますので、次の段で私もほかのことで入れておりますけれども、この通年議会のことについては検討

課題にのせていいのではないかなというふうに思っております。 

 ほかの方のご意見もいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 横山委員。 

〇12番（横山知世志君） 今ほど委員長からもお話あったように、私の記憶だとまだ試行的なのです。

試行という部分は外れていないのですよね、たしか。だから、その辺から整理していかなくてはなら

ないのかなというふうに思っていました。 

〇委員長（根本謙一君） そこで、この試行というのがどういうことなのかというと、あの当時なか

なか理解十分でないままに、試行だから、とにかくやってみようということで出だしたのは間違いな

いのです。今般このことで事務局でも相当勉強されておりまして、試行とはどういうことなのだろう

かということでちょっと調べていただいたら、県のほうに届けてある内容では運用という形で捉えら

れているそうです。運用。一方で、法定で実施しているというくくりになるそうなのです。法定と運

用。会津美里町議会の場合は、運用のくくりの中に入っているそうです。どういうことなのだろうか

といって、その内容、規則を見ますと、運用の場合は１年置きに開会手続を取ってくると。法定の場

合は、改選して初の議会を町長の招集手続をもって議会が始まります。以下４年間は通年議会として

任期末まで、改選まで続けるということが書かれておりますけれども、実際こういう理解でいいので

すねという確認を取ったわけではないので、何とも言えないところはあります。補足的に局長のほう
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からちょっと説明していただきます。 

〇議会事務局長（川田佑子君） 通年議会というものは、法に基づいて２種類のやり方がございます。

そのまず１種類は、まず改選ごとに１回任期を決めまして、改選ごとに決めるといいますか、まず何

月何日から１年間、その翌年の前日までというふうにまず任期を決めまして、それが自動更新される

というような感じです。それが改選で１回目の招集をしまして、そのときに任期を決めると、あと自

動更新されて、次の改選まではずっとそれでいくというようなやり方が１つです。 

 もう一つは、当町で行っているやり方なのですけれども、会期を１年というふうにします。それで、

うちのほうは招集時期を１月としておりますので、１月の招集から12月末までを会期とします。なの

で、11月末から１月の初議会を行うまでは空白になっております。 

               〔「12月末でしょう。11月って」と言う人あり〕 

〇議会事務局長（川田佑子君） 失礼しました。12月末までです。 

               〔「何日間か」と言う人あり〕 

〇議会事務局長（川田佑子君） はい、何日間かは空白になっております。それで、１月の招集会議

を必ず開いていって、そこから会期が始まるという形なので、毎年毎年１月に会議を開く必要が出て

きております。そういうやり方を、多分試行という形で１回そういうやり方をしたので、それが試行

という言葉がずっと残ってはいるのですけれども、今現在は法に基づいた運用というやり方で、試行

ではなくて、通年議会をやってはいるのですが、初めに導入したときに一応試行という形で要綱か何

かを制定しましてやり始めましたので、そのときにあった試行という言葉がずっと残っているのでは

ないかなとちょっと私としては思っているのですが、正しくは法令の運用というやり方でやってはい

ます。会津若松市もそういうやり方でやっているのですが、会津若松市も８月か何かに招集会議を開

きまして、１年間の会期を決めて、毎年８月に招集会議をやって１年、また次の年も８月に招集会議

やって１年というようなやり方をしています。県内だと法定に基づいた通年議会の運用をしていると

ころというのが福島市と、あと二、三か所はあったと思うのですが、そちらは多分改選あってから１

回まず集まって会議を開いて、そこからはあと次の改選までは改めて会期を決めるための議会は開き

ません。なので、４年に１回首長招集で会議を開くというような形でやっているというところです。

美里町は、毎年毎年１月会議は町長招集でやってはいるのですけれども、それが通年の会期でやって

いくと４年に１回でよくなるというようなやり方の２種類のやり方があるようです。 

〇委員長（根本謙一君） 一定程度理解していただけたかなというふうに思います。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） ただいま局長からお話がありましたが、皆さん、この例規集見てもらうと分

かりますが、172ページに会津美里町議会通年議会の実施要綱ということで、改正が平成31年３月にあ

るわけですが、これを運用しているのです、うちのほうは要綱をつくって。ですから、長嶺委員が発

言しましたやっぱりこの要綱がある限りは、この要綱を見ると、会津美里町の議会の基本条例の理念
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の下に未来を見据えた議会というふうなことで通年議会するのだということで書いてあるので、やっ

ぱり総則の部分に入れて、それで要綱で運用していくというふうなことで整理されたらどうかなとい

うふうに考えます。 

〇委員長（根本謙一君） 具体的にどこに入れるか、あるいは新たに条項を設けるかということにつ

いての議論は今日はいたしません。検討項目に上げるか上げないか、それだけですので。 

 星委員。 

〇８番（星  次君） では、検討項目にひとつ上げていただきたいと思います。 

〇委員長（根本謙一君） では、検討項目に上げるということでよろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） そのように決定いたします。 

 では、次に参ります。私からの提出です。この第４条について、より充実した町民との連携重視の

観点から、第４項及び第６項の「努めるものとする」の努力規定を「努めなければならない」の義務

規定にすべきと考えます。このことについては、高沖氏の研修会のときもこの点は述べられておりま

して、やっていることを、やってもやらなくてもいいけれども、やりましたではなくて、これは継続

的にやっていくというところに我々は踏み込んでいるわけですので、基本条例もそのように義務規定

にしてはどうかという提案です。 

 このことについてご意見あれば。 

 横山委員。 

〇12番（横山知世志君） 私は、あえてそこまでしてやる必要ないのかなと思います。このままで、

今のままでよろしいのではないかと私は思いますが。 

〇委員長（根本謙一君） 横山委員からはそのような意見でした。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 私も、「努めなければならない」というふうに軟らかくなるとやらなくても

いいような条例の条文になるので、最初のとおり「努めるものとする」というふうな断言的な条項で

よろしいのでないかなというふうに考えます。 

〇委員長（根本謙一君） いや、「努めるものとする」というのは努力規定ですから、やってもやら

なくてもいいのです。あのときの高沖氏の話は、設けなければならないというふうにすると必ずやる

ことになりますから、検討の余地があるのではないでしょうかというところでした。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） だから、「努めなければならない」というふうなことでなくて、「努めるも

のとする」というふうでいいのではないかなと思います。「努めなければならない」というふうなこ

とでなくて、「努めるものとする」というふうにしたら。「ならない」というのは少し軟らかいとい

うか、強制力というか、それも効力としては薄いのではないかなと考えます。 



- 8 - 

〇委員長（根本謙一君） 言い方が悪くて。これ条項読みますと、「これら提案者の意見を聴く機会

を設けるよう努めるものとする」というのは、設けるように努力しなさいよということですよね。あ

のときの講師の話は、これを「設けなければならない」というふうにすることによって、必ず意見を

聴く機会を設けるということだからということです。「努めなければならない」って言ったから、お

かしいのですよね。「設けなければならない」です。 

〇８番（星  次君） 分かりました。それだと理解しました。 

〇委員長（根本謙一君） これを検討するかしないかということです。ここでこういうふうにするか

しないかではなくて、検討するかしないかで。 

 長嶺委員、どうぞ。 

〇５番（長嶺一也君） 私は、横山委員と同じで、この努力規定のままでよろしいと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） 私も今長嶺委員と同じで、これ全部、全て聴くことになってしまうとかなり

大変だということもあるので、今までの「努めるものとする」というのもかなり強力な言い方だと思

いますので、私はそのままでいいと思います。 

〇委員長（根本謙一君） ほかありませんか。今分かれておりますので。 

 鈴木委員、どうぞ。 

〇11番（鈴木繁明君） 今のままでいいのではないかと私も思います。 

〇委員長（根本謙一君） では、今までのままでいいというご意見が多いので、そのままにしておき

ましょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、検討なし。決定しました。 

 次ですけれども、これも私からです。新たに政策サポーター制度の導入について、有意義であると

して調査研究してきた経緯があることから、設置することができるとしてでも根拠づける条項化すべ

きであると考えますということで提案しました。実は、例規の174ページを見てください。設置要綱は

つくられているのです。ただ、これが実際に始動、取り上げて動いたことは今までありません。一度

議会の中でやりたいが、どうだろうかという議論をしたことあるのですけれども、いや、議員が責任

持ってやればいいのだからということで、わざわざ町民からいろいろな政策提言してもらわなくても

いいのではないかというところで、実際には動きませんでした。要綱はできておりますが、基本条例

の中に落とされていないということです。これ議会活動の改革の先進地であります長野県の飯綱町、

本町議会としても２度ぐらい視察研修にお邪魔しているのですが、ここでの取組を勉強してきた経緯

がございます。すばらしいことだねということで、これは次の議会議員を生む一つの基盤にもなるだ

ろうということで、取り上げていこうというふうになった経緯がございます。これ少しワードで検索

していただければ、各地の事例が読み取れてきます。ぜひ検討してはどうかということです。 
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 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） ちょっと質問なのですが、これ例えばこのサポーター会を設置できますよと

いうのを政策討論会のほうの規定とかに入れ込むということですか、そのワードを。サポーター制度

を使えるよというのを討論会に関する規定とかに盛り込むということですか。どこに…… 

〇委員長（根本謙一君） 第４条の議員活動のところです。 

〇２番（小柴葉月君） 第４条のここに入れるということですね。 

〇委員長（根本謙一君） ええ。第４条に、町民参加と町民との連携のところに１項を加えるという

ことです。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） 入れることは何ら問題ないと思います。むしろここアクセスちゃんと動線に

やっておかないと、サポーター会の存在というのはなかなか気づけないので、設置した当時の方々が、

議員がまだいれば、そういう現場に直面したときにサポーター会って使えるよって提案できると思う

のですが、いない場合は多分サポーター会の存在すらも上がってこないと思うので、ちょっと載せて

おいたほうがいいかと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 先ほど委員長が言いましたが、設置要綱あるのは、設置要綱というのは条例

の部分で別に定める条項なので、要綱ある限りは第４条にやっぱり明文化するべきというふうに考え

ます。検討するということで進めていったほうがいいと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） 私も今小柴委員とちょっと質問似ているのですけれども、新たに今の第７項

の下に入れるのか、その文面に入れるかにもよるのですけれども、検討したらいいと私も思います。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） いや、第７条ではなくて第４条です。 

〇３番（荒川佳一君） 第７項と言った。 

〇委員長（根本謙一君） 第７項にね。第７項として。 

〇３番（荒川佳一君） 下に入れるのか、その中に入れるのかによるのですけれども、検討するでい

いと思います。 

〇委員長（根本謙一君） ３人の方から検討すべしということでした。これで異議ありませんか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） 異議なしと認めます。 

 次に参ります。次も第４条に絡んでですけれども…… 

               〔「第５条じゃない、これ」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） これ第４条ではない。 
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               〔「これは第５条ですね。第５条の４。４でなくて第５ 

                 条です」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） 第５条だよね。すみません。これ第４条ではなくて第５条でした。第５条

に書き改めてください。第４項による反問実施要綱、これ12ページですけれども、第２条の定義につ

いて、「議員の質問に対し、対案を提示する質問のことをいう。なお、論点及び争点を明確にするこ

とに鑑み、副次的な財政論は含まない」が分かりづらい表現文章になってはいないか。実施例の多く

は、あくまで議員の質問に対して質問の趣旨確認の意味で反対に問いかける場合が多いとの高沖講師

の話がありました。また、元安芸高田市長の事例からも議論の余地があると考えた次第です。皆さん

のご意見いただきたいと思います。この実施要綱の説明、これこの書き方で理解できるかどうか。私

も当時ちょっと分かりづらいなということで、別に反対はしませんでしたけれども、そのままを認め

て現在まで参ってきております。財政論まで含まないというのは分からなくはないのですけれども、

財政論は含まない。我々では財源どこから持ってくるのだなんて問われてもなかなか言いづらいとこ

ろもありますし、それは当時の私の思いでしたけれども、これも含めてこの文章で皆さん理解できる

かどうか。現実に本議会では過般、昨年度１度この反問権の行使がありましたけれども、他の自治体

の事例も含めて検討するのはいかがかなと思います。書き直す、書き直さないは別にしても、ここは

十分に議会議員としてこの項目を、要綱を持っている限りはしっかり理解は深めておく必要があるな

というふうに思うのです。 

 長嶺委員、どうぞ。 

〇５番（長嶺一也君） 委員長、ちょっと確認しますけれども、ここは条例の検討項目ということに

なっておりますので、第５条の規定はこのままで、要綱を検討しましょうかというお話でよろしいの

ですか。 

〇委員長（根本謙一君） そうです。そういうことになります。 

〇５番（長嶺一也君） 分かりました。その辺は、そういうことであれば特にやぶさかでないと思い

ます。 

〇委員長（根本謙一君） 確認ですけれども、皆さん、今要綱のこの説明で大体分かりますか。理解

されているということですか。 

               〔「できます」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） いずれにしても、長嶺委員は要綱の検討だから、いいのではないかという

ところでした。 

 小島委員。 

〇７番（小島裕子君） 私としても一応検討して、もう少し内容を精査したほうが分かりやすくなる

のではないかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 星委員、どうぞ。 
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〇８番（星  次君） いろんな自治体の反問権行使している自治体あるので、それらを参考にする

ためにも、検討ということで課題として上げたらいいと思います。 

〇委員長（根本謙一君） それでは、今意見述べられた全ての方が項目に上げていいのではないかと

いうことでしたので、上げたいと思いますが、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） そのように決定いたします。 

 では、次に参ります。次、第８条です。第８条は、法第96条第２項の議決事件についてです。星委

員のほうから意見上がっておりますので、説明をお願いいたします。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） それでは、ページ数は３ページで、第８条でございます。１号で「町の総合

計画における基本構想及び基本計画の策定に関すること」、それで第２号として「前号に掲げるもの

のほか、行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類

するものに関すること」ということで、括弧書きあります。括弧書きの最後、「５年未満の計画を除

く」まで生かして、その括弧の次の「で、次に掲げるもの」とアからカまでは、これは削除してもよ

ろしいのではないかというふうな見解を持ったものですから、上げておきました。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 皆さんのご意見いただきたいと思います。検討項目に上げるか上げないか。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） これは残しておいてほしいなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 長嶺委員。 

〇５番（長嶺一也君） この第８条の第１項に地方自治法第96条第２項の規定って書いてありますの

で、その辺の整合性も見なくてはいけないのかなと思うのですが、私はこのままでいいのかなと思い

ます。 

〇委員長（根本謙一君） 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） これ星副委員長にちょっと聞きたいのですけれども、どうしてこれ削ったほ

うがいいということは先ほど述べたのですけれども、何かあって、不都合なところとか何かってある

のですか。 

〇委員長（根本謙一君） 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 不都合はないのですが、ただここで細分化していますが、教育については議

決要件全然ないのです。それと、一番大事な町の土地利用計画、これも載っていないのです。だから、

地方自治法の第96条の第２項では市町村議会の議決権ということで言ってあります。わざわざこれで、

第96条の第２項でいいのではないかなというふうに考えますが、今言ったみたいな部分も追加しなく

てはならないということで、検討を要するのではないかと思いますが、検討ということではどうでし
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ょうか。 

〇委員長（根本謙一君） 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） そういうことであれば、なおこれ検討することに異議ございません。私は検

討するに賛成いたします。 

〇委員長（根本謙一君） 議決事件の要綱が17ページにありますよね。 

〇11番（鈴木繁明君） 検討でいいのではないですか。 

〇委員長（根本謙一君） 鈴木委員、検討。 

〇７番（小島裕子君） 検討でいいと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 小島委員、検討。 

 いずれにしても、理解を深めるという意味では検討項目に上げてもいいのかなと。３名の方は検討

してもいいだろうということでありますので、一応検討するということでよろしいですか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、そのように決定します。 

 次に、第11条になります。第11条は、災害対策委員会の設置の部分です。意見を述べます。緊急性

を要することから考えると、設置要綱内の意思決定プロセス組織が多くて、シンプルにしたフローチ

ャートにすべきと考えます。また、高沖講師のご意見では、ＢＣＰ、これ事業継続計画あるいは業務

継続計画というふうにいうのですけれども、この策定が必要ではないかとの問いかけがありました。

これについて調査研究を要すると考えました。現実我が議会は要綱、災害対策委員会設置条例もつく

っておりまして、それから初期動作の要綱もつくっておりますので、中身はきめ細かくはなっており

ませんけれども、一応の行動フローチャートをつくるのを可能にする内容は整えてはあります。ただ、

いわゆる国の指導、助言によるＢＣＰの策定については、執行側はつくられております。２年前です

かね、つくっておりますけれども、議会としてもつくってはどうかという高沖氏の提案であったと思

います。これは急いでつくらなければならないということではないのですけれども、ですから私も意

見としては調査研究という形で、今後に申し送り的にすることも含めて考えてみてはどうかという意

見であります。ちなみに、北海道の栗山町議会ではこれをつくっております。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 条文だけでなかなか理解しにくいので、やっぱりフローチャートで分かりや

すくつくるということで、今後調査、検討ということにしておいたほうがよろしいのではないかとい

うふうに考えます。 

〇委員長（根本謙一君） 長嶺委員、どうぞ。 

〇５番（長嶺一也君） 事業継続計画をつくるに当たって、かなり面倒くさいのです。計画ばかりで

はなくて実施要綱みたいなやつになると、結構ページ数もかかるものですから、計画を策定するとな

ると、要綱までなのですが、ハードルが高いので、調査、検討くらいにとどめておいたほうが無難か
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なと私は思います。 

〇委員長（根本謙一君） 横山委員、どうぞ。 

〇12番（横山知世志君） 私もフローチャートについてはあったほうが見やすいなと思います。事業

継続計画については、私たちの手では間に合わないなというふうな思いを持っています。 

〇委員長（根本謙一君） 分かりました。それでは、このたびのこの期間内での調査研究は無理だと

いうことになります、考えてみれば。ですから、調査研究すべきだということで申し送り的にとどめ

ておくということで整理したいと思いますが、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） そのように決定いたします。 

 次、ページをおめくりください。第12条です。第12条は、政務調査活動費の執行及び公開のところ

です。では、長嶺委員のほうから意見上がっています。どうぞお願いします。 

〇５番（長嶺一也君） ここに書いてあるとおりなのですが、政務活動費は議員の第２の報酬とやゆ

される経費だと私は思っております。なので、現在も機能していない活動費の予算執行、予算も取っ

ていないわけですので、もう削除してもいいのかなというふうに思いました。それで、星委員も同じ

ような考え方だと思うのですが、そういうことで削除でいいのかなと思いました。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 長嶺委員、今予算を取っているのでって言いませんでした。 

〇５番（長嶺一也君） 取っていない。 

〇委員長（根本謙一君） 取っていないですよね。 

 星委員も同様な趣旨かと思いますけれども、政務活動費に係る全ての記載を削除するというふうに

なっております。この意味するところを説明お願いいたします。 

〇８番（星  次君） 私も長嶺委員の内容と変わらないわけであります。国、それから県において

も今騒がれている政務活動費ということでありますので、今さら政務活動をこの条文に掲げておく必

要があるのだろうかというふうな考えの下、やっぱり削除したほうがいいのではないかというふうに

思います。前に１回議論したことあるのです。この美里町議会で議論したことがあって、そのときに

は政務活動費は要らないというふうな結論に達した経緯もありますので、私はこの第２条は削除とい

うふうな考えで考えたわけです。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 同条で鈴木委員からも意見が上がっていますので、鈴木委員、どうぞ。 

〇11番（鈴木繁明君） 私は、やはり政務活動費は使いづらいのかな。そしてまた、今ほどお二人の

方からも意見がありましたが、批判があるというのがやっぱりどうも頭にあるわけでありますので、

これについては本当にこれから使わないということであれば、削除してもよろしいのかなと思います。 

 以上です。 
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〇委員長（根本謙一君） 私からも意見上げております。申し上げます。 

 執行、実行には幾つもの壁がありますが、将来的に議会活動の品質向上を思料すれば、執行、活用

は必須と考えています。議論の価値はあるのではないかというところで、残すべきだという立場です、

私は。 

 横山委員、どうぞ。 

〇12番（横山知世志君） この活動費については、現実難しいというのは重々承知はしております。

今後この議会が例えば定数を削減したり、中身についていろいろ改革されていければ町民の反応もま

た変わってくるのだろうというふうなことも想定できますので、私これあえて削除する必要はないの

ではないのかなというふうに思います。このまま残しておいても別に邪魔にならないなというふうに

思っておりました。 

〇委員長（根本謙一君） 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） 今両方の意見も出ましたので、これは検討するということで、検討したらい

いと思います。 

〇委員長（根本謙一君） では、小柴委員、櫻井委員、どうですか。検討するということで今回上げ

ておいていいですか。では、そのように決定いたします。検討課題といたします。 

 ここで１時間になろうとしております。休憩を取りたいと思います。 

               休 憩  （午後 ２時３０分） 

                                             

               再 開  （午後 ２時４１分） 

〇委員長（根本謙一君） 再開します。 

 次、第14条になります。議会事務局の体制整備のところです。高沖講師から、監査機能については

別建てにすべきであるとのあの当時提示がありました。先進事例を参考にして検討すべきと考えまし

た。ただ、他の自治体の事例見ますと、この監査機能のことについては載せているところはあまりな

いのです。ですから、あえてここ検討していく必要もどうかなって思うところであります。ただ、高

沖氏からそういう提示がありましたから、後ほど今後の日程の中で出てまいりますけれども、再度基

本条例の見直しが整理されて、後講評をいただく先生として高沖氏を想定しておりますので、その当

時いろいろ提示されたことについては一定程度の調査、検討はしておく必要があるかなという思いも

あってのことでした。皆さんのご意見をいただきたいと思います。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 確かに高沖先生、監査についてということでお話がございまして、議会事務

局で監査委員の事務局もやっていて３人体制というのはちょっときついのではないかということで、

ほかの町村の事例などを見ると、会計室、出納室に置いたり、それから総務課に置いたりしているの

に、これではなかなかきついのではないかというふうな話が出ましたので、これについて監査の、提
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案者の根本委員長のこの中身については調査、検討ということで、もう少し深掘りしてやる必要があ

るのでないかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） ほかありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、一応調査、検討ですけれども、先ほどのように申し送り的にとどめ

ておくか、実際にどうするかというところの調査、検討にするのか、そこのご意見いただきたいです。 

 荒川委員。 

〇３番（荒川佳一君） やはり申し送りではなくて、検討一回してみたらどうかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） では、検討項目に。 

〇３番（荒川佳一君） はい。 

〇委員長（根本謙一君） ほかいかがでしょうか。異議なければ、そのようにしたいと思います。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、検討項目にのせたいと思います。 

 次に参ります。第15条です。議会図書室の設置、公開についてです。長嶺委員のほうから意見上が

っています。どうぞ。 

〇５番（長嶺一也君） 第15条の規定の改正等のことではなくて、個人的に、第３項に「図書の充実

に努めるものとする」というふうに規定されているので、図書室の書籍の充実を図るべきかなという

希望の意見で、これを事務局のほうに提出いたしました。条例の規定をどうこうということではござ

いません。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 今長嶺委員本人からありました。条文の検討云々ではなくて、中身のこれ

は運用と予算化の話だと思いますので、今後の各議員からの要望あるいは提案の中で予算化を図って、

しっかり必要な書籍を整えていくということで十分可能なことになるわけですけれども、これは長嶺

委員、しかるべきときに必要な書籍をどんどん提案していっていただきたい。ですから、これは別に

条例の検討項目ではないということで処理したいと思います。そのように決定いたします。 

 次に参ります。次に、第16条になります。議会広報、広聴の充実のところです。私からの意見です。

条項にはありませんが、広報モニターの設置が設置要綱によって実質的、有意的に機能していること

から、しっかり書き込む必要があると考えました。このことについて皆さんのご意見をいただきたい

と思います。ちなみに、ページ179に設置要綱があります。しかし、基本条例には落とし込んでいない

というところでございますので、いかがでしょうかというところです。ご意見いただきたいと思いま

す。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） そんなに深い意味はないのですけれども、私は別に要らないかなと思ってい
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て、これについては広報委員会の規定のほうで、要するに16ページですよね、広報委員会自体の規定

のところに広報モニター……入っていないのか。 

〇委員長（根本謙一君） 16ページ。 

〇２番（小柴葉月君） には入っていないのですかね。入っていないのか。広報委員会としてのルー

ルの中には入っていない。 

〇委員長（根本謙一君） ここには入っていない。ですから、設置要綱が別につくられています。こ

れも先ほどの政策サポーター、あれと同じです。あれと一緒に併せて勉強してきたので。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） 政策サポーターについては私さっき入れたほうがいいよねって言ったのです

けれども、それはなぜかというと、政策サポーターを担当している委員会とか人がいないから、載せ

ないと政策サポーターという制度自体が架空の状態、あってもないというか、見えない。だから、使

えないから、載せたほうがいいよねと言ったのですけれども、広報モニターについては広報広聴常任

委員会の業務の中でもう確立されてしまっているので、わざわざ言わなくても分かるのかなと思った

のですが、では広報広聴常任委員会の規定にはモニターのことが書いてあるかといったら、確かに書

いていないので、ここに必要なのかもしれないですね。要するに基本条例に入れ込むというよりは、

広報広聴常任委員会に関する規定の中に、ホームページに関することとか、広報紙の編集のこととか

という中で、意見交換会とかの中で広報モニターの話も入れたほうがいいのではないかなと、そのほ

うがまとまりはいいかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） いずれにしても、議会基本条例という名からすれば、そこに基本の文言が

あって、いろんな包摂的な言葉を使ったり、包含されているというワードもあるわけですよね。だか

ら、そういうものがあって、だから規定が必要であり、要綱がつくられていますという、そういう段

階、つながりがあって、説明しやすく、理解しやすくなるということだろうというふうに私は思って

おりまして、現在の基本条例の文章からはそこはちょっと、広義的に無理やり読み解こうとすれば解

けないことはないのですけれども、これも高沖講師の提示でもあったことから、一応検討してみては

どうかというところで出してあります。小柴委員の意見は意見としてありました。 

 荒川委員。 

〇３番（荒川佳一君） 私も小柴委員の意見に賛成で、やはり広報の充実ということで、その文言を

広報モニターということで入れておくのが一番…… 

〇委員長（根本謙一君） 基本条例の話…… 

〇３番（荒川佳一君） 条例の中の第16条の話ですよね。 

〇委員長（根本謙一君） はい、そうです。 

〇３番（荒川佳一君） 第16条の中に広報の充実ということがありますので、それを入れておくべき

かなと思います。 



- 17 - 

〇委員長（根本謙一君） 小柴委員は規定のほう。 

〇２番（小柴葉月君） 16ページって言いました、私。 

〇委員長（根本謙一君） 16ページの規定のほうに入れておけばいいのではないかと。 

〇３番（荒川佳一君） そうすると、私は小柴委員の意見とちょっと違います。 

〇委員長（根本謙一君） 分かりました。 

 横山委員、どうぞ。 

〇12番（横山知世志君） 私もこの基本条例の中ではなくて、広報委員会に関する規定の中に盛り込

むのがベターかなというふうに感じております。だから、あえて基本条例としてはこれは検討に値し

ないかなというふうに感じました。 

〇委員長（根本謙一君） 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 私も同様の考えであります。第16条で、これをひもとけば広報のモニター設

置ということで要綱にたどり着くわけでありますので、16ページの広報広聴常任委員会に関する規定

の中に１項目上げればいいのではないかということで考えます。 

 なお、これも検討ということでしていただいてやったほうがいいのではないかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 検討項目に上げるということですか。 

〇８番（星  次君） はい。 

〇委員長（根本謙一君） ただ、具体的には基本条例に書き込むのではなくて、規定のほうに入れれ

ばいいのではないかということですね。 

〇８番（星  次君） はい、そうです。 

〇委員長（根本謙一君） それは１つの作業の中で、そんなに難しい話ではないので、できなくはな

いですけれども、そういう方向性で整理するという検討でよろしいですか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） 小柴委員、よろしいですね。 

〇２番（小柴葉月君） はい、それでいいです。 

〇委員長（根本謙一君） では、そのようにいたします。 

 次に参ります。次に、第17条になります。議員の政治倫理のところです。このたびの本議会ハラス

メント防止条例が制定されたことから、町議会議員政治倫理条例とも含め、ハラスメントほかの事案

との整合性の観点において再確認はすべきと考えますというところで上げておりました。これもう少

し説明しないと分からないかなと思いますけれども、先ほどのところでも出ていましたよね。いわゆ

るハラスメントだけではなくて、本町議会では別な事案でも問題が起きましたよね。具体的にはちょ

っと言いづらいところがあるのですけれども、ハラスメント防止条例ができたことから、もう既にで

きている議員政治倫理条例、それをそのままにしておいて、整合性が取れているかという確認の作業

はやっぱりこの委員会でやっておく必要があるのではないかなというふうにも思いました。いじらな
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くてもいいという場合もありましょうし、ここはこういうふうに文言書き換えてはどうかということ

もあり得るのではないかなと思ったのです。緊急的に課題があるとは思いませんけれども、ここは共

通理解をするために再確認の議論はしておく必要があるのではないかなということで検討項目に上げ

てはどうかという提案です。いかがでしょう。ほかの事案って理解できます。ありましたよね。ハラ

スメントだけではなくて。そのことです。ちょっと言いづらいところがありますので。 

〇７番（小島裕子君） 臨時号か何か出して、広報のほうから議会だよりの臨時号を出して、その中

で多分議長の話の中でそういった懲罰的なものとか、関するようなものというのは規定がないので、

そういった部分で条例等の見直しをしていかなければならないと考えていますというような内容の多

分臨時号を出したような記憶があるのですけれども。なので、こういったところをもう少しやっぱり

見直して検討していく必要があるのではないかなとは思います。 

〇委員長（根本謙一君） 小島委員からの意見でした。検討してはということです。この際しっかり

確認し合うということは必要だと思います。ハラスメントだけではなくて。 

 ほかにご意見あれば。 

 ちょっと休憩します。 

               休 憩  （午後 ２時５７分） 

                                             

               再 開  （午後 ２時５８分） 

〇委員長（根本謙一君） 再開します。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 第17条なのですが、これについては政治倫理というのは別の条例ということ

で政治倫理条例できておりますので、わざわざもう少し見直してというよりも、これで十分理解でき

るのではないかなと思うので、再確認するのはいいのですけれども、私はこのままでいいのでないか

なと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） 多分、確認なのですけれども、これってハラスメントのほうのルールとこっ

ちの政治倫理条例のルールが重なる部分というか、ときにどうするかというのを、重なってしまうか

ら、重なってしまう場合が想定されるから、そこを整備しておきましょうねという話ですよね。 

〇委員長（根本謙一君） いえいえ、違います。当然重なる部分はあります。重なっていて当然だと

思います。ハラスメントに関する条項がありますから。それをより時代に即応するために、具体的に

緻密にハラスメントに限っての防止条例を制定したということになります。他の先進事例を見ますと、

別に条例で定めるというふうにありますけれども、具体的に書いているのです、他の自治体は。議員

の政治倫理は、例えば具体的にうちのほう言えば、会津美里町議員政治倫理条例、括弧、いついつ制

定、によるものとするというふうにしっかり書き込んであるのです。だから、こういう名前の条例が
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あるのですよというのを基本条例に書いてあるということです。 

 あともう一つは、ほかの事案と言いましたね。実際にここで起こりましたと。そのことは、現在の

政治倫理条例の中では読み取れているところがないのです、私からすれば。だから、あの当時、倫理

条例しっかりしていないと駄目だよ、それから町民からもこういうことがあるのに、そこに対して何

もしていないでしょうってアンケート調査でも出てきましたよね。我々が検討中であったのですけれ

ども、ハラスメント防止条例に関しては。それだけではなくて、ほかの事案に対しての含んでいる言

葉がどこにも見つけられなかったので、そこはちゃんと整合性取る必要があるのではないかなと思っ

たのです。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） つまり基本条例と政治倫理条例施行規則はつながっているけれども、ハラス

メントのこの前つくったやつが基本条例とつながっていないから、そこをつなげたほうがいいという

ことですか。 

〇委員長（根本謙一君） いえいえ、それはつながっている。ほかの事案というのはなかなか出しに

くいところあるので、皆さんに。 

〇２番（小柴葉月君） それは、では第17条のところに何て書こうとしているということですか。 

〇委員長（根本謙一君） それはこれから検討です。それを検討しませんかと、検討する必要がある

のではないでしょうかという。 

〇２番（小柴葉月君） こういうことが想定されますよねみたいなこと。 

〇委員長（根本謙一君） 実際ありましたよね。 

 横山委員。 

〇12番（横山知世志君） 基本条例は、このままでいいと思います。ただ、倫理条例のほうにもう少

し分かりやすく明細というか、詳しく書き込む必要があるので、と私は思うので、一応検討課題にし

ておいたらいかがでしょうか。 

〇委員長（根本謙一君） 長嶺委員。 

〇５番（長嶺一也君） 第17条につきましては、冒頭星委員からのご意見あったわけなのですけれど

も、それだけの検討だけでいいのかなと私は思います。 

               〔「何を検討したらいい」と言う人あり〕 

〇５番（長嶺一也君） ハラスメント防止条例の遵守に関しての規定を設けるだけ。 

〇委員長（根本謙一君） 初めの総則の中に、議員活動の原則の中にそれを入れたらどうだという星

委員の提案でした。 

 長嶺委員。 

〇５番（長嶺一也君） 政治倫理の部分につきましては、特に触る必要はないのかなというふうに私

は思いました。 
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 小柴委員。 

〇２番（小柴葉月君） よく分からないのですけれども、根本さんが言っている再確認すべきと考え

る、これ言っていることというか、狙いがいまいちこの文章で私は分からなくて、要するにハラスメ

ントの、今回大きい事件が２件起こりました。１件はハラスメントの事件です。ハラスメントの事件

については条例が設置されましたが、もう一つの事件のほうに関しては起こっただけで、何らこちら

で条例云々の動きはしておりませんと。だからこそ何かしらのやりましたよというか、結果を、再発

防止の意味も込めて、何かしらここでちょっといじったほうがいいよねという話をされているという

ことですか。 

〇委員長（根本謙一君） そういうことで。ですから、このまま何もしないのではなくて、一応検討

課題として、でもこれは難しいよねっていえば、それは条例化するのは今回はなしにするとかやれば

いいので。一応俎上に上げるということです、今話ししているのは。中身をどうするより。 

 櫻井委員、どうぞ。 

〇１番（櫻井幹夫君） 意見をさせていただきます。 

 ハラスメントに関しては、相手があって、相手を守るために条例等を設立しています。もう一方の

ほうは、倫理に関しては、相手ではなくて本人、自分のところなので、それを守るというのはまた別

な観点であって、一緒に考える必要はないと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 一緒に考えるというよりも、ハラスメントはもうできています。対策取り

ました。もう一方のほうには何もしようがない。本当に手だてがないのかどうなのか。それを手だて

を講じられる文言が基本条例の中に、議員の政治倫理の中にちゃんと落としてあるか、文章化してあ

るか、言葉としてちゃんと担保されているかというところになるとちょっと不明ですよねという私の

問題意識です。ですから、ハラスメントとは別の部分で、政治倫理の部分で、ということで考えてい

ただければ。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） 大きな事件が起こったから、何かしら爪痕を残すではないですけれども、こ

ういうことが起こって、我々はこういうふうに取り組みましたよという実績を残したいという姿勢は

分かるのですが、誰がどう考えても倫理的に反しているよねという事案だったと思いますので、特に

特別な措置は必要ないのかなというふうに思います。 

〇委員長（根本謙一君） 今小柴委員からありましたけれども、何か対策取ろうとしましたよとか、

爪痕を残すとか、そういうことでの話ではありません。一応課題としてあったので、やっぱりこの委

員会としては当然共通認識を図る一つの場をつくる必要があるなという考え方であります。 

 皆さんからあまり問題意識は出ていないので……荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） そうしたら、今のハラスメントについては、先ほど星副委員長が言ったよう

に、第３条である程度話しするというような形を取りまして、一応第17条の議員の政治倫理について
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は、今の段階はこのままにしておいたほうがいいのではないかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 横山委員。 

〇12番（横山知世志君） 重ねて申し上げます。 

 ハラスメントはハラスメント、これは全く別物であって、委員長言っているのは私分かるのですが、

かといってこの基本条例に載っている文言というのですか、ここは私は全てそれは網羅していると思

うので、それはいいと思うのです、このままで。ただし、政治倫理条例のほうには加筆する必要があ

るのかなというふうに思うので、私は検討されてもいいのかなというふうに思ったところであります。 

〇委員長（根本謙一君） 意見は分かれていますけれども、一応基本条例はいじらなくても倫理条例

のほうでそれなりの検討をすると。必ず何か入れるというのではなくて、検討するということで、今

後検討項目に上げていくということでよろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） それでは、そのように決定いたします。ありがとうございました、ご協力。 

 次に参ります。第19条、議員の報酬についてです。では、星委員のほうから意見が上がっています。

説明お願いいたします。 

 星委員。 

〇８番（星  次君） 第19条、議員の報酬で、第３項で「条例改正は、議員が提案するものとする」

というふうに、報酬のところで条例改正というふうなことがあります。これは、条例改正というのは

この基本条例の改正だと私は理解したものですから、これを移動というか、第22条の第３項にしたら

いいのではないかというふうな見解でここに書きましたので、よろしくお願いします。 

〇委員長（根本謙一君） ほかに意見ありませんか。今の星委員の話理解できましたか。第３項の条

文を第22条。これはちょっとまた別な次元ではないかなというふうに思われるのですが。 

 星委員、どうぞ。もう少し。 

〇８番（星  次君） ここの第３項は議員の報酬ということの改正ということで言っているのか、

その辺が分からないものですから、この条例改正というのは見直し手続の第22条のところの第３項と

して落とし込んだほうがいいのではないかというふうな考えです。 

〇委員長（根本謙一君） この条文は、183ページ、議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例、

この見直しだと思うのです。この改正。183。この改正のことを言っているのだと思います。 

 星委員。 

〇８番（星  次君） それでは、事務局に聞きたいのですが、関本次長に聞きたいのですが、今根

本委員長がおっしゃったこの183ページの条例の改正ということでいいのかどうかというふうな。議員

報酬。 

               〔「休憩お願いします」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） 休憩します。 
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               休 憩  （午後 ３時１４分） 

                                             

               再 開  （午後 ３時１４分） 

〇委員長（根本謙一君） 再開します。 

 星委員。 

〇８番（星  次君） この第19条の第３項が183ページの費用弁償に関する条例の改正をここでうた

っているならば、私の提案したこの部分については削除でお願いいたします。 

〇委員長（根本謙一君） 横山委員。 

〇12番（横山知世志君） 今ほどの件、第18条、第19条ともに条例改正は議員が提案するものとされ

ておりますが、これ頭に「この条例は」とか何か入れてくれないとやっぱり紛らわしい部分があるの

で、これも後で検討したらいかがでしょうか。 

〇委員長（根本謙一君） 言っている意味は分かるのですが、「この条例は」となると、この基本条

例はってなってしまう。ですから、議員報酬に関しての条例改正はという意味で取らないといけない

のです、ここは。 

〇12番（横山知世志君） 分かりました。 

〇委員長（根本謙一君） そういうふうに説明受けていますので、では削除ということで決定いたし

ました。 

 次に参ります。第20条に参ります。最高規範性というところでございます。小島委員のほうから意

見が上がっています。説明お願いいたします。 

〇７番（小島裕子君） 第２項のところで、「一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関す

る研修を行わなければならない」というふうになっているのですけれども、この研修というのが今ま

でなされていなかったと思われるのですが、このことに関してもうちょっと実効性のあるような、い

つ研修を行うとか、そういう期日を入れるとか、誰が研修を行うかというか、もうちょっと具体的に、

「行わなければならない」となっているので、この辺もうちょっと行いやすいものを付け加えるなり

してほしいなというふうに思ったのですけれども。 

〇委員長（根本謙一君） いや、ちゃんと期日載っているのではないですか。「一般選挙を経た任期

開始後速やかに」ってなっています。ただ、今まで言われてもそれやってこなかったというところは

あるので。議員から提案されても、見直すところあるならば意見出してくれ、文書で出してくれって、

過去はね。ただ、直近で前議長のときにやっとみんなで研修しながら見直し検討しましょうというふ

うになって、２年前、それが我々受けた研修です。やっと正規の形があそこでできたというところで。

ただ、そのほかの事案が発生して、その研修の成果を後々生かすことに進めなかったというのが現実

です。ですから、現実はそんなにこの条文で不都合は別に現在はないとは思われますけれども、今の

問題意識からすれば。 
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 小島委員、どうぞ。 

〇７番（小島裕子君） 実効性を伴わないというところに、いろんな条文があるのですけれども、や

はりその辺をもう少し計画性を持たせるようなものにするとか、そういったものを付け加えるような

ことはできないのかなというふうに思ったのですけれども、これはやっぱりこのままになりますかね。 

〇委員長（根本謙一君） いや、なりますかね…… 

〇７番（小島裕子君） その検討を。 

〇委員長（根本謙一君） ほかの委員の意見もいただきたいと思います。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） 私の記憶ですけれども、長嶺さんか何かがこれ読んで、これやっていないの

ではないですか、この研修ってたしか誰かが問題提起したのです。それで、ああ、そうだね、急いで

やらなければと言ってやったのです。それが選挙後１年ぐらい経過していたかもしれないですけれど

も、それは多分このつくったルールを守れていなかった議員の責任ではないのですかね。別にこのル

ールの文字を変えるというよりは、これをちゃんと守るというところに徹したほうがいいのではない

でしょうか。 

〇委員長（根本謙一君） 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） 私は、このままで、この条文で十分理解できるので、何も小島委員が言って

いる文言を変更してまでもやる必要はないのではないかというふうに思っておりますので、検討は要

しないと思います。 

〇委員長（根本謙一君） ほかありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） なかったら、これは検討するまでもなく、このままでよろしいのではない

かということで整理したいと思いますが、いかがですか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） そのようにいたします。 

 では、次です。次に参ります。私からの意見です。研修会に向けての事前質問、これは先ほど申し

上げた２年前の研修会のことです。事前質問に、議会基本条例は最高規範としていることからすれば、

題名を区分すべきであると考える。第１条（目的）の次に第２条、条例の位置づけとして新たに見出

しを設けるべきと考えるがありました。高沖講師からは、議論して変えればよいのではないかとの回

答でありました。議論して変えるか変えないか検討すればいいでしょうというふうな意味に私は捉え

ておりますので、必ずこうすべきだから、どうだという提案、意見ではありません。他の自治体はど

うなっているかというふうに見ましたら、直近の先進地ではありません。以前の事例では、ほとんど

が我々の条例と同じ位置づけというか、条例後半のところに位置づけられています。この事前質問が

あったので、私なりに調べてみましたら、憲法がやはり末尾になっているのです。末尾ではないけれ
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ども、後のほうになっているのです。第10章に最高法規という項目が載せてありますから、ああ、こ

れ憲法に倣っているのだなというのが読み取れました。では、直近の事例はどうなっているのかなと

思って、あるところを調べたのです。そして、出てきたのが栗山町議会の基本条例、これ去年の３月15日

に制定されました。去年です。ここでは、最高規範性として第３条に載せているのです。ですから、

やっぱりそれなりの理由があってか、どこかの例を見てこのようにされたのかなというふうには思い

ますが。 

 長嶺委員、どうぞ。 

〇５番（長嶺一也君） この件に関しましては、前文で十分述べているので、新たな委員長がおっし

ゃった条例の位置づけというように改まって直す必要ないのかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） ほかありませんか。 

 ただ、前に持ってきた場合にどうなるかというと、条例項目が全てずれていくということもありま

すので、全部改正みたいな順送りでずらして、今まで頭に何条は何だというのをインプットされてい

る者にとっては大変つらいことになりはしないかとか、いろいろ考えあぐねておりました。他の自治

体の事例で全部改正しているところは全国で２例があります。それはそういう訳があってされたので

しょうけれども、我々が倣った栗山町議会は、そういう全部改正はしておりませんけれども、逐次あ

そこは１年ごとに一応検討する会議を持っているのです。ですから、常に、常にこの基本条例を改正、

改正して、使いやすく、使いやすく、町民の声をどんどん反映させているという姿が見てとれます。

こういうところもあります。ただ、我々の基本条例、日々の議会活動、議員活動はなかなか生かし切

れないところ、不十分な点まだまだ多々ありますので、そういう全部改正あるいはきめ細かな改正ま

ではなかなか入っていけないところで、まずは我々の先輩たちが苦労してつくったこの条例、中身を

しっかり理解しつつ魂を入れていく日々の実践、活動がまずは大事ですよというところで皆さんの共

通認識、共有できたらいいかなというふうに思っています、この作業を経ていく中で。そんなふうに

考えております。 

 戻りまして、今のこの最高規範性の前に持ってくるべきではないかという提案については、再度皆

さんのご意見いただきたい。長嶺委員は、このままでいいというところでした。憲法の位置づけは大

変重いなと思って私は理解しておりますので、いじる必要はないかなというふうに考えた次第です。

いかがでしょう。 

 鈴木委員。 

〇11番（鈴木繁明君） 私もこのままでいいのではないかなと思います。 

〇委員長（根本謙一君） ほかありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） なければ、このままでいいということで、では検討課題にはのせないとい

うことで、そのように決定いたします。 
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 次です。議会改革の推進についてです。我々の基本条例にはこの項目はありませんけれども、高沖

氏の研修のときに、継続的な取組の必要性をしっかり条例下で担保すべきですよという話あったかと

思います。事例として、栗山町の議会基本条例にはしっかりそのことが載っております。初めは載っ

ておりませんでした。これが改正、改正の中でいつか入ってきたのです。たしか10年前だったかと思

いますけれども。それで、この検討はどうかというところです。これがなければ改革はできないとい

うことではありませんけれども、この際検討どうでしょうかという提案です。このことについてご意

見いただきたいと思います。いかがでしょう。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） 要らないと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 小柴さん、一応要らないという理由を述べていただくと説明しやすいので、

お願いいたします。 

〇２番（小柴葉月君） 逆に入れる理由というのがよく分からなくて、議会全体で、例えば会津若松

みたいに本１冊書けるくらいの勢いで議会改革を専門的な人を入れて、プログラム化して、ばあっと

やっていると腹をくくって決めるのだったら入れていいと思いますけれども、私たちはそうではない

ですし、そんなにここで、入れてもいいですけれども、入れたとしても重くはないですよと私は思い

ます。ただただ入っているだけという感じになると思います。 

〇委員長（根本謙一君） 小柴委員の意見として承っておきます。 

 我々が忘れてはならないのは、これ現在の我々のための改正ではなくて、この後の議員の皆さんの

ために、議会のために改正ということですので、それを踏まえれば、これからまた若い人が入ってこ

られるでしょうし、いろんな多様な人が入ってくる中で、この基本条例がまず皆さんの一番熟読しな

ければならない議員として大事な基本法だというふうに考えると、やはりこういうことやっていかな

ければならないのだ、こういうことやるのだという意味では大変重要なものだというふうな捉まえ方

をすべきかなというふうに思っております。 

 小柴委員。 

〇２番（小柴葉月君） その視点からだったら別に入れてもいいと思います。その望みをかけてです

よ。例えばでは新しい人が入ってきて、自分のことに置き換えて考えますけれども、何か新しい、既

存のものを変えたいって思ったときに、その切り口になるという望みを、願いを込めてそれを書くと

いうのだったら私はありかなと思います。例えば何か慣例的に決まっている議会のルールをおかしい

でしょうって指摘するときに、基本条例にある議会改革というところの視点から申し上げますがとい

うふうに切り込めるという、それを期待して入れるというのだったら、私はそれはありだと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 今小柴委員からのご意見であります。期待してというよりも、そういう手

法でこの基本条例は私は生かしていくべきだと思っています。だから、この基本条例がとっても大事

だというのはそこだと思います。要綱があるかとか、規則がありますよというのは機微に入ったやつ



- 26 - 

ですから、大元はこの基本条例で、ここにこういうふうに書いてあって、それから規則はこうありま

すよ、規則ないから、規則つくってこういうふうにやるべきではないですか、基本条例はこういうふ

うになっていますよという、そういう使い方をしていただきたいなというふうに思います。また、そ

うあるべきだと思います。これが我々議員としての一つの論拠というか、筋立ての方法論だと思いま

す。 

 ほかからもご意見いただきたいと思います。 

 星委員。 

〇８番（星  次君） 私は、この見直す手続という第22条を、これだったら議会改革の推進という

ことで、それで見直し手続というふうに入れたらいいのではないかなと思いますが。 

〇委員長（根本謙一君） いや、だからそういう具体的な話でなくて。 

〇８番（星  次君） 検討するかどうかですか。 

〇委員長（根本謙一君） 検討するかしないか、そこに特化して今日は。 

〇８番（星  次君） では、根本委員長の熱い議会改革ということなものですから、改革の推進と

いうことで、再度調査、検討するということにしておいたほうが今後の議論する場として必要だと思

いますので、検討ということでお願いしたいなと私は思います。 

〇委員長（根本謙一君） ほかご意見あれば。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、検討項目に入れるということでよろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） 小柴委員、よろしいですね。 

〇２番（小柴葉月君） はい、大丈夫です。 

〇委員長（根本謙一君） では、そのように決定いたします。 

 私のところの３点目あるのですけれども、これは別に条例、条項どうのこうのではありませんので、

これは別にこの段階で皆さんに考えていただく検討事案ではありませんので、やめます。 

 では、次に参ります。次、長嶺委員からのご意見のところに参ります。 

 では、長嶺委員、よろしくお願いします。 

〇５番（長嶺一也君） まず、基本条例以外の検討項目を考える上で、まずは基本条例の第４条、町

民参加及び町民との連携を前提に考えました。あと、年齢的に若い方が議員に立候補して当選になっ

た後、議員の処遇改善にも資するためにもいろいろと服務規程、事務職員ですと服務規程の見直しと

いう形になるのですけれども、そういった観点からちょっと２点ほど意見出させていただきました。 

 まず、１項目めにつきましては、会議規則第２条第１項に出産という項目があるのですけれども、

第２項で出産の規定があるので、第１項の出産は削除しても構わないのではないか。あとは、配偶者

の休暇３日間の規定も新設してもいいのではないか。それ以外にも、服務規程につきましては、職員
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の例によるみたいな１行で対応できるのであれば、簡単に規則改正ができるのではないかなというふ

うに思いましたので、提案させていただきました。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） 長嶺委員に申し上げたいと思うのですけれども、これは基本条例云々には

あまり絡んではいませんよね。 

〇５番（長嶺一也君） そうです。 

〇委員長（根本謙一君） 初めに申し上げましたように、このたびの検討するかしないかの協議は基

本条例に関わる事柄に絞らせていただいていますので、今のご意見等については、これはしかるべき

場で調査、整理されて、議長に上げて、議運で検討するべき内容かなというふうに思います。そんな

ことでご理解いただけますか。 

 長嶺委員。 

〇５番（長嶺一也君） 今ほど委員長のお話のとおり、その辺も含めまして、委員長がおっしゃった

内容も含めまして事務局のほうに回答させていただきましたので、特に異論はございません。 

〇委員長（根本謙一君） 待ってください。事務局に回答。もう一度、すみません。 

〇５番（長嶺一也君） 今ほど委員長がおっしゃった内容、この基本条例にぶら下がる規則等につき

ましては、議運で検討するべきものか、この場で検討するかどうかは分かりませんけれども、提案さ

せていただきましたという回答を事務局に出しましたということです。 

〇委員長（根本謙一君） 分かりました。ありがとうございます。そういうご理解でひとつ置いてお

いていただきたいというふうに思います。 

 小柴委員、どうぞ。 

〇２番（小柴葉月君） ちょっと質問なのですけれども、今のやり取りの意味は分かるのですけれど

も、それについては長嶺さんに、自分でやってではないですけれども、そっちにお任せしますという

対応なのか、それともこちらの委員会として、私たちは今回基本条例のというふうになっていますけ

れども、議会の大きなルールとしての概念の中でそういう意見が出てきましたというふうに委員会と

して議長なり議運なりに報告するのか、それともさっき言ったように長嶺さん、自分でやってくださ

いねなのか、どっちなのでしょうか。 

〇委員長（根本謙一君） それはほかの委員の方にも伺ってから整理したいと思います。 

 今の小柴委員の問題提起について。 

 星委員、どうぞ。 

〇８番（星  次君） やっぱりここの基本条例以外でここに検討ということで出してきた委員の意

見を尊重して、個々で、個人でやるのではなくて、委員会としてこういう意見もありましたというこ

とを議長に報告して、それで議長が議運なりどこかの機関でやるということでしていかないと上に上

がってこないので、そんなような、ここではこういうことが上がってきましたというのはやっぱり吸
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い上げるべきでないかなと思います。ましてやこの会議規則の第２条なんかは見直しというか、やら

なくてはならない部分を忘れているわけですから、当然こういうのは早急に改正して上げるべきでは

ないかと思います。 

〇委員長（根本謙一君） 分かりました。 

 小島委員。 

〇７番（小島裕子君） 星副委員長の発言に賛成します。 

〇委員長（根本謙一君） ほかに異論がなければ、ではそのように一応、この委員会の中で協議はし

ませんけれども、上がってきた意見は意見として整理して、しかるべき形で議長に報告するという形

を取りたいと思います。確かに皆さん真剣に考えて出されてきている意見なので、それは尊重しなけ

ればならないというのは当然だと思いますので、そのように整理していきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） そのようにいたします。 

 次に参ります。次も長嶺委員からです。これも同じようにしてまいります。 

 次、小柴委員からの意見です。一応では小柴委員のほうからもご意見として皆さんの前で披瀝して

いただきたい。 

〇２番（小柴葉月君） 今の長嶺さんの案件と同じなのですけれども、私も、今回基本条例のお話で

したが、議会の大きなルールとしてのくくりの中での提案をさせていただきました。これについては

附属の資料を添付してありますので、そちらも併せて議長のほうに報告をお願いしたいなと思ってお

ります。 

〇委員長（根本謙一君） ちょっと休憩します。 

               休 憩  （午後 ３時４２分） 

                                             

               再 開  （午後 ３時４３分） 

〇委員長（根本謙一君） 再開します。 

 分かりました。では、これも長嶺委員のご意見と同様な扱いということで進めてまいります。 

 次に参ります。小島委員からのご意見です。よろしくお願いいたします。 

〇７番（小島裕子君） 大変申し訳ないです。一番最後なのですけれども、ちょっと私としても読み

方の間違いがありまして、この出した項目に関しては削除させてください。 

〇委員長（根本謙一君） 全部ですね。 

〇７番（小島裕子君） はい、全部。 

〇委員長（根本謙一君） 確かにちょっと勘違いされているかなというところもありまして、これフ

ロー図作ると分かりやすくなるので、事務局煩わせますけれども、しかるべき時期に作って、議員全



- 29 - 

員に分かりやすい形で提示していくことが大事かなというふうに思って受け止めておりました。分か

りました。では、削除ということで、これはなしにしたいと思います。 

 以上、委員の皆さんからいただいた意見の全部を表にしてまいりまして、整理させていただきまし

た。 

 以上、この案件の（１）の整理は終えたということで、次、（２）の今後の日程についてに参りま

す。 

 皆さんのお手元に案として出させていただきました。この点について事務局からちょっと足してい

ただけますか。 

 事務局、どうぞ。 

〇議会事務局次長兼総務係長（関本 達君） では、２行目が本日、第11回目の特別委員会というこ

とで、その次の四角のところ、２月中旬から下旬にかけて第12回特別委員会、見直し等論点整理に基

づいて協議を開始するということと、４月以降、次年度の予算においてオンラインの研修をやりたい

というふうに考えておりますので、そこの話ということになります。３月会議後、４月上旬に次回の

特別委員会を開催したいということで、さらに中旬から下旬において、今のところの予定ですが、高

沖先生をお願いしてオンラインの研修ができないかということを想定しております。その研修を踏ま

えまして、５月中旬、下旬頃にまた委員会を開催したいということで、研修会を踏まえて論点整理、

修正を行い、素案を決定したいということでございます。その後、６月会議、地域別意見交換会を経

まして、６月下旬から７月上旬に条例の見直し案の説明を全協で行いたいと。最終的には９月会議に

おいて改正案を上程したいというところが委員長のですので、これについて皆さんに審議していただ

きたいと思います。 

 以上です。 

〇委員長（根本謙一君） ありがとうございます。このように一応想定した中で羅列しました。特に

オンライン研修については、まだ予算も決定していない中で、当然ですけれども、正式なオファーは

取っておりません。内々に探っていく必要はあるのですけれども、現段階ではまだこれ以上の説明を

するものは持ち得ていませんので、一応こういうふうに想定して進めていきたいが、いかがでしょう

かというところで提示しました。これについて皆さんのご意見をいただいていきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 荒川委員、どうぞ。 

〇３番（荒川佳一君） １点だけなのですけれども、２月中旬、下旬の関係だったのですが、それの

オンライン研修決定ということについてということなのですが、研修の決定、これは予算的には、こ

の分は年度内なので、あるかとは思うのですけれども…… 

〇委員長（根本謙一君） これは来年の話ですよ。 

〇３番（荒川佳一君） これは今年の２月ではないのですか。 
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〇委員長（根本謙一君） 違う、違う。これは、研修の内容をこういうふうに決定しましょうねとな

ったら、初めて先生に正式なオファーを取ってくると。 

〇３番（荒川佳一君） ２月にもやって、ただその後のオンライン研修ということで、ちょっとその

後４月中旬、下旬にオンライン研修ということであったものですから、それがあるのかなということ

だったので、ちょっと私勘違いしました。失礼しました。 

〇委員長（根本謙一君） オンライン研修の実施ではなくて決定ですので。 

〇３番（荒川佳一君） ２回やるのかなと思ったものですから、いいことだなと思ったのですけれど

も。 

〇委員長（根本謙一君） すみません、分かりづらくて。そういうことでご理解いただきたいと思い

ます。 

 いかがでしょうか、ほかの皆さん。 

               〔「この案で」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） この案で進めて…… 

 長嶺委員、どうぞ。 

〇５番（長嶺一也君） 確認なのですが、日程表の一番下なのですけれども、条例等改正案の上程っ

てなっているのですが、議員発議ではなかった。上程のままでいいのでしたっけ。 

〇委員長（根本謙一君） 議員発議です。 

〇５番（長嶺一也君） 発議して上程するという。 

〇委員長（根本謙一君） はい。 

〇５番（長嶺一也君） 分かりました。 

〇委員長（根本謙一君） 「等」って書いたのは、ひょっとしたら倫理条例もと想定したので、「等」

というふうに入れたのです。規則、要綱等は議運で決定すれば改正できますから。ただ、議決を得る

のは条例のみなので、こういうふうにいたしました。 

 一応この想定でまいるということで決定してよろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） ありがとうございます。 

 以上をもって今日の案件は全て終了いたしました。 

 その次、３点目のその他に参りますけれども、何かこのこと以外に皆さんからご意見、ご質問等あ

れば。ありませんか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇委員長（根本謙一君） では、なければ、それでは進行を事務局にお返しします。 

〇議会事務局長（川田佑子君） では、４、その他、何かございますでしょうか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 
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〇委員長（根本謙一君） では、なければここで、議長にも長い時間オブザーバーとしてご出席いた

だいておりますので、今日の議論の中身、協議の中身を受けてのご感想等いただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 議長、お願いします。 

〇議長（大竹 惣君） 皆さん、長時間にわたり大変お疲れさまでございました。そして、先日はハ

ラスメント防止条例、無事に全会一致で可決されました。皆さんに改めて御礼申し上げたいと思いま

す。本当にご苦労さまでした。ありがとうございました。そして、これからは議会改革推進特別委員

会のほうで議会基本条例の見直しということで、我々10月の末ぐらいに改選を控えている、選挙を控

えているものですから、なかなか時間はない間ではありますけれども、しっかりと協議を進めていた

だきたいと思います。 

 そして、今日皆さんの話を聞いていろいろ感じたのが通年議会に対する整理、私これ結構関心を持

っていまして、実はあした南会津議会のほうで通年議会のことで本町議会に視察に来るということに

なっておりまして、私も多少勉強させていただいたのですけれども、先ほど委員長からお話があった

ように、運用と法定の２つのやり方があって、今本町は運用でやっていると。お話があったように、

１年周期でやるのか、４年周期でやるのかという部分なのですけれども、私的には法定の部分にして

４年にしてしまったほうが余計な仕事も減るのかなと、すっきりするのかなと思いますし、そういっ

た意味でも今回ここでしっかりと整理していただければありがたいなと思います。 

 あと、先日というか、前に一般質問の中で町長が反問権を使ったときがありましたので、反問につ

いても調べたときに、確かにこの基本条例の書き方だとちょっと分かりづらいなという部分もありま

すし、ちょっと誤解を招きやすい表現になっている部分もあるなと私も感じ取った部分があったので、

ここも整理していただきたいなと思います。 

 あと、先ほどあったのは政務活動費の話ですね。こちらなのですけれども、私一般の方から政務活

動費って今美里町ってあるのって聞かれることが、今まで多分10人くらいかなと思うのですけれども、

あったのです。最初の頃はなのですけれども、実際条例には決められていて使えるのですけれども、

ただ雰囲気的に使えていない状態ですって言った記憶があるのです。そのときに、最初のほうは２人

くらいだったと思うのですけれども、政務活動費を不正に使っているというような方のニュースがあ

ったりとかするので、美里町大丈夫ですよねみたいな、そういうことしていないですよねみたいな質

問があったのですけれども、実際我が町の議員は使っていない状態ですということを言っておりまし

た。ただ、最近ですかね、少なくともこの２年以内にも同じような質問ありましたけれども、その方

々は政務活動費使っていませんよという話の回答として、逆にどんどん使っていただきたいと、どん

どん勉強して議員の質を上げてくださいという意見、こちらが最近は本当に多く聞こえているような

現状でありますので、その点も踏まえて、これからこの辺検討していただくと思うのですけれども、

しっかりと検討していただきたいと思います。 
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 あと、今回は基本条例を見直すということに対しての検討ということで、検討していくか、基本条

例ではないので、今回は検討しませんというふうに仕分したと思うのですけれども、今回検討しない

というふうになった部分に対しても、新しい皆さんが思っている課題がどんどん抽出されてきたので、

これはこれでよかったなと思いますし、後ほど委員会のほうから私のほうに報告が上がってくると思

うのですけれども、それを踏まえて本当に大事な部分は議運なりに諮問していって、最終的な結果が

どのくらい出るのかちょっと、この期はまだ、９月議会までぐらいなので、なかなかどこまで達成で

きるかという部分ははっきりしないところはあるのですけれども、やれることはどんどんやっていき

たいと思いますし、議会改革はやはり町民の方に信頼される議会づくりということで、ここは本気で

みんなで一丸となって進めていきたいと思いますので、これからもどうか皆さんのお力をお貸しいた

だきたいと思いますので、ひとつ今後ともよろしくお願いしたいと思います。本日は大変お疲れさま

でした。 

〇委員長（根本謙一君） ありがとうございました。 

〇議会事務局長（川田佑子君） では、５、閉会。副委員長、お願いいたします。 

〇副委員長（星  次君） 長時間にわたりまして皆さんの活発なる意見の下、皆さんから提出して

いただいた課題等についての振り分けもできたというふうに理解しております。 

 以上をもちまして議会改革推進特別委員会の第11回目の会議を終了いたします。今日はご苦労さま

でした。 

               閉 会  （午後 ３時５６分） 
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